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別表第一(第四条、第九条、第十条、第十一条関係) 

 

ばい煙に係る特定施設及び排出基準 

 

特定施設 排出基準(許容限度) 

施設 規模又は能力 ばいじん いおう酸化物 

ボイラー(熱風ボイラー

を含み、熱源として電気

又は廃熱のみを使用する

もの及びいおう化合物の

含有率が体積比で〇・一

パーセント以下であるガ

スを燃料として専焼させ

るものを除く。以下同

じ。) 

日本工業規格B八二〇一及

びB八二〇三の伝熱面積の

項で定める方法で算定し

た伝熱面積(以下「伝熱面

積」という。)が五平方メー

トル以上一〇平方メート

ル未満で、バーナーの燃料

の燃焼能力が重油換算一

時間当たり五〇リットル

未満のもの 

重油その他の液体燃料(紙

パルプの製造に伴い発生

する黒液を除く。)又はガ

スを専焼させるもの 

〇・三〇グラム いおう酸化物の排出基準は次の式により算出したいおう酸化

物の量とする。ただし、灯油(日本工業規格K二二〇三に規定す

る一号灯油に限る。)を燃料として専焼させるものについては

適用しない。 

q＝K×10－3He2 

この式において、q、K及びHeは、それぞれ次の値を表すものと

する。 

q いおう酸化物の量(単位 温度摂氏零度、圧力一気圧の状態

に換算した立方メートル毎時) 

K 苅田町にあっては三・五、大牟田市にあっては三・五、福

岡市にあっては八・七六、久留米市は、平成十七年二月四日

における久留米市の区域にあっては一三・〇、その他の区域

にあっては一七・五、その他の市町村(北九州市を除く。)に

あっては一七・五。ただし、新たに設置される特定施設につ

いては、苅田町にあっては一・七五、大牟田市にあっては二・

三四 

He 次の算式により補正された排出口の高さ(単位 メート

ル) 

He＝Ho＋0.65(Hm＋Ht) 

Hm＝(0.795√(Q・V))／(1＋(2.58／V)) 

Ht＝2.01×10－3・Q・(T－288)・(2.30 logJ＋(1／J)－1) 

J＝(1／√(Q・V))(1460－296×(V／(T－288)))＋1 

これらの式においては、He、Ho、Q、V及びTは、それぞれ次の

値を表すものとする。 

He 補正された排出口の高さ(単位 メートル) 

Ho 排出口の実高さ(単位 メートル) 

Q 温度が摂氏一五度における排出ガス量(単位 立方メート

ル毎秒) 

石炭(一キログラム当たり

発熱量五〇〇〇キロカロ

リー以下のものに限る。)

を燃焼させるもの 

〇・八〇グラム 

その他のもの 〇・四〇グラム 
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V 排出ガスの排出速度(単位 メートル毎秒) 

T 排出ガスの温度(単位 絶対温度) 

備考 

一 この表の特定施設については、次に掲げる施設を除く。 

イ 鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第二条第二項本文に規定する鉱山に係る施設 

ロ 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十六号に規定する電気工作物 

ハ ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第十三項に規定するガス工作物 

二 この表の排出基準は、次に掲げる方法により測定した場合における測定値によるものとする。 

イ ばいじんに係るばい煙濃度の測定は、工場又は事業場の排出基準に定められた事項について、日本工業規格(以下この備考において「規格」という。)Z八八

〇八を用いて行うこと。 

ロ いおう酸化物に係るばい煙量の測定は、ばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出されるばい煙量が、温度が摂氏零度であって、圧力が一

気圧の状態に換算して毎時十立方メートル以上のばい煙発生施設について、次に掲げるいおう酸化物に係るばい煙量の測定方法により行うこと。 

( 一)  規格K〇一〇三に定める方法によりいおう酸化物濃度を、規格Z八八〇八に定める方法により排出ガス量をそれぞれ測定する方法 

( 二)  規格K二三〇一、規格K二五四一－一から二五四一－七まで又は規格M八八一三に定める方法により燃料のいおう含有率を、規格Z八七六二－一から八七

六二－四までに定める方法その他の適当であると認められる方法により燃料の使用量をそれぞれ測定する方法 

( 三)  硫黄酸化物の量の測定法(昭和五十七年環境庁告示第七十六号)により測定する方法 

ハ いおう酸化物に係るばい煙発生施設において使用する燃料のいおう含有率の測定は、ロ(二)に掲げるいおう含有率の測定方法により行うこと。ただし、当

該使用する燃料のいおう含有率が他の方法により確認できる場合は、この限りではない。 

三 この表の排出基準は、同一工場又は事業場に設置される特定施設であるボイラーの伝熱面積が十平方メートルを超えることとなる場合に適用する。 

四 ばいじんの排出基準は、温度が摂氏零度であって圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス一立方メートル当たりのばいじん量とする。ただし、燃料の点火、

灰の除去のための火層整理又はすすの掃除を行う場合において排出されるばいじん(一時間につき合計六分間を超えない時間内に排出されるものに限る。)は、

含まれないものとする。 
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別表第二(第四条、第十二条、第十三条関係) 

 

汚水に係る特定施設及び排水基準 

 

一 特定施設 

公共用水域に汚水(廃液を含む。)を排出する施設のうち、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第八条第一項のごみ処理施設(焼却

施設を除く。)であって、湿式集じん装置を有するもの(以下「ごみ処理施設」という。) 

 

二 排水基準 

イ 有害物質による排出水の汚染状態に係る排水基準 

 

有害物質の種類 排水基準(許容限度) 

カドミウム及びその化合物 一リットルにつきカドミウム〇・〇三ミリグラム 

シアン化合物 一リットルにつきシアン一ミリグラム 

有機りん化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。) 一リットルにつき一ミリグラム 

鉛及びその化合物 一リットルにつき鉛〇・一ミリグラム 

六価クロム化合物 一リットルにつき六価クロム〇・五ミリグラム 

ひ素及びその化合物 一リットルにつきひ素〇・一ミリグラム 

水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 一リットルにつき水銀〇・〇〇五ミリグラム 

アルキル水銀化合物 検出されないこと。 

ポリ塩化ビフェニル 一リットルにつき〇・〇〇三ミリグラム 

トリクロロエチレン 一リットルにつき〇・一ミリグラム 

テトラクロロエチレン 一リットルにつき〇・一ミリグラム 

ジクロロメタン 一リットルにつき〇・二ミリグラム 

四塩化炭素 一リットルにつき〇・〇二ミリグラム 

一・二―ジクロロエタン 一リットルにつき〇・〇四ミリグラム 

一・一―ジクロロエチレン 一リットルにつき一ミリグラム 

シス―一・二―ジクロロエチレン 一リットルにつき〇・四ミリグラム 

一・一・一―トリクロロエタン 一リットルにつき三ミリグラム 

一・一・二―トリクロロエタン 一リットルにつき〇・〇六ミリグラム 

一・三―ジクロロプロペン 一リットルにつき〇・〇二ミリグラム 

チウラム 一リットルにつき〇・〇六ミリグラム 

シマジン 一リットルにつき〇・〇三ミリグラム 

チオベンカルブ 一リットルにつき〇・二ミリグラム 



（別表関係 4 ／ 7 ）  

ベンゼン 一リットルにつき〇・一ミリグラム 

セレン及びその化合物 一リットルにつきセレン〇・一ミリグラム 

ほう素及びその化合物 海域以外の公共用水域に排出されるもの 一リットルにつきほう素一〇

ミリグラム 

海域に排出されるもの 一リットルにつきほう素二三〇ミリグラム 

ふっ素及びその化合物 海域以外の公共用水域に排出されるもの 一リットルにつきふっ素八ミ

リグラム 

海域に排出されるもの 一リットルにつきふっ素一五ミリグラム 

アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 一リットルにつきアンモニア性窒素に〇・四を乗じたもの、亜硝酸性窒素

及び硝酸性窒素の合計量一〇〇ミリグラム 

一・四―ジオキサン 一リットルにつきセレン〇・五ミリグラム 

備考 

一 この表の排水基準は、排水基準を定める省令の規定に基づく環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭和四十九年環境庁告示第六十四号。以下「排水の検

定方法」という。)により検定した場合における検出値によるものとする。 

二 「検出されないこと。」とは、排水の検定方法により排出水の汚染状態を検定した場合において、その結果が当該検定方法の定量限界を下回ることをいう。 

 

ロ その他の排出水の汚染状態に係る排水基準 

 

項目 排水基準(許容限度) 

水素イオン濃度(水素指数) 海域以外の公共用水域に排出されるもの 五・八以上八・六以下 

海域に排出されるもの 五・〇以上九・〇以下 

生物化学的酸素要求量(単位 一リットルにつきミリグラム) 一六〇(日間平均一二〇) 

化学的酸素要求量(単位 一リットルにつきミリグラム) 一六〇(日間平均一二〇) 

浮遊物質量(単位 一リットルにつきミリグラム) 二〇〇(日間平均一五〇) 

ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)(単位 一リットルにつきミリ

グラム) 

五 

ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)(単位 一リットルにつ

きミリグラム) 

三〇 

フェノール類含有量(単位 一リットルにつきミリグラム) 五 

銅含有量(単位 一リットルにつきミリグラム) 三 

亜鉛含有量(単位 一リットルにつきミリグラム) 二 

溶解性鉄含有量(単位 一リットルにつきミリグラム) 一〇 

溶解性マンガン含有量(単位 一リットルにつきミリグラム) 一〇 

クロム含有量(単位 一リットルにつきミリグラム) 二 
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大腸菌群数(単位 一立方センチメートルにつき個) 日間平均三、〇〇〇 

窒素含有量(単位 一リットルにつきミリグラム) 一二〇(日間平均六〇) 

りん含有量(単位 一リットルにつきミリグラム) 一六(日間平均八) 

備考 

一 この表の排水基準は、排水の検定方法により検定した場合における検出値によるものとする。 

二 「日間平均」による許容限度は、一日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。 

三 この表に掲げる排水基準は、一日当たりの平均的な排出水の量が五十立方メートル以上である工場又は事業場に係る排出水について適用する。 

四 生物化学的酸素要求量についての排水基準は、海域及び湖沼以外の公共用水域に排出される排出水に限って適用し、化学的酸素要求量についての排水基準は、

海域及び湖沼に排出される排出水に限って適用する。 

五 窒素含有量又はりん含有量についての排水基準は、窒素含有量又は燐りん含有量についての排水基準に係る湖沼を定める件(昭和六十年環境庁告示第二十七

号)に規定する湖沼及び窒素含有量又は燐りん含有量についての排水基準に係る海域を定める件(平成五年環境庁告示第六十七号)に規定する海域並びにこれら

に流入する公共用水域に排出される排出水に限って適用する。 
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別表第三(第四条、第十八条関係) 

 

騒音に係る特定施設及び規制基準 

 

一 特定施設 

イ 金属加工機械 

( 一)  圧延機械 

( 二)  ベンディングマシン(ロール式のものに限る。) 

( 三)  せん断機(原動機を用いるものに限る。) 

( 四)  ブラスト 

( 五)  高速切断機及びプラズマ切断機 

( 六)  研磨機(工具用研磨機及び板金作業場で使用する研磨機を除く。亜鉛板研磨機以外は、二台以上であること。) 

ロ クーリングタワー(原動機の定格出力が三・七五キロワット以上のものに限る。) 

ハ ドラム缶洗浄機(原動機を用いるものに限る。) 

ニ ロータリーキルン 

ホ 重油バーナー(重油の使用量が一時間五十リットル以上のものに限る。) 

ヘ 電気炉(変圧器の定格容量が千キロボルトアンペア以上のものに限る。) 

 

備考 

次に掲げる施設を除く。 

一 鉱山保安法第二条第二項本文に規定する鉱山に係る施設 

二 電気事業法第二条第一項第十六号に規定する電気工作物 

三 ガス事業法第二条第十三項に規定するガス工作物 

四 騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第三条第一項の規定により指定された地域内に係る同法第二条第二項に規定する特定工場等に設置される施設 

 

 

二 規制基準 

イ 騒音の規制基準は、騒音規制法第三条第一項の規定に基づき知事(市の区域内の地域については、市長。以下この項において同じ。)が定める指定地域の区分ご

とに、同法第四条第一項の規定に基づき知事が定めた規制基準とする。 

ロ イに掲げる騒音の規制基準は、特定工場等において発生する騒音の規制に関する基準(昭和四十三年厚生省・農林省・通商産業省・運輸省告示第一号)第一条第

一項備考第三号及び第四号に定める方法により測定した場合における測定値によるものとする。 
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別表第四(第五条関係) 

届出の種類 届出書 添付書類 

一 特定施設の設置の届出 

(条例第七条第一項) 

 

経過措置に伴う届出 

(条例第八条第一項) 

 

条例第七条第一項第四号及び第五号

に掲げる特定施設の構造等の変更の

届出 

(条例第九条第二項) 

ばい煙に係る特定施設設置・使

用・構造等変更届出書 

(様式第一号その一) 

イ ばい煙に係る工場又は事業場の位置図(付近図を含む。)及び特定施設の設置図 

ロ ばい煙発生施設の構造概要図 

ハ ばい煙の発生及びばい煙の処理に係る操業の系統の概要図 

ニ ばい煙処理施設の構造図とその主要寸法を記入した概要図 

ホ 煙道に排出ガスの測定箇所が設けられている場合は、その場所を示す図面 

汚水に係る特定施設設置・使用・

構造等変更届出書 

(様式第一号その二) 

イ 汚水に係る特定施設及びこれに関連する主要機械又は主要装置の配置図 

ロ 汚水に係る特定施設の設置場所を示す図面 

ハ 汚水に係る特定施設を含む操業の系統の概要図 

ニ 汚水処理施設の設置場所を示す図面 

ホ 汚水等の処理の系統の概要図 

ヘ 汚水等の集水及び汚水処理施設までの導水の方法を示す図面 

ト 工場排水等の公共用水域への排出の方法を示す図面 

騒音に係る特定施設設置・使用・

種類ごとの数の変更届出書 

(様式第一号その三・その四) 

イ 騒音に係る工場又は事業場の付近の見取図 

ロ 騒音に係る工場又は事業場の建物の配置図 

ハ 騒音に係る特定施設の設置場所を示す図面 

二 条例第七条第一項第一号及び第二号

に掲げる氏名等の変更の届出 

(条例第九条第一項) 

氏名等変更届出書 

(様式第二号) 

  

三 特定施設の使用の廃止の届出 

(条例第九条第一項) 

特定施設使用廃止届出書 

(様式第三号) 

  

四 特定施設に係る届出者の地位の承継

の届出 

(条例第十二条第三項) 

承継届出書 

(様式第四号) 

  

 

 


